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第 1  は じめ に

私 は 憲 法 、行 政 法 、平 和 学 、 医 事 法 を 主 に研 究 して い る研 究 者

で あ り、 1996年 に 早 稲 田大 学 大 学 院 法 学 研 究 科 で 研 究 を は じ

め て 以 降 、 これ らの 問題 に 取 り組 ん で き た 。 研 究 手 法 と して は 、

実 際 に 関係 者 か ら聞 き取 りを行 い 、そ う した 現 場 の 声 を踏 ま えた

法 理 論 を提 示 す る こ と を 心 掛 け て き た 。 2003年 12月 か ら 2

006年 11月 ま で の 3年 間 、 神 奈 川 県 川 崎 市 長 に 任 命 され た

「川 崎 市 市 民 オ ン ブ ズ マ ン 専 門 調 査 員 」 と して 、川 崎 市 の オ ンブ

ズ マ ン (代 表 オ ン ブ ズ マ ン は兼 子 仁 東 京 都 立 大 学 名 誉 教 授 (行 政

法 ))の 下 、 実 際 の 自治 体 行 政 に も携 わ つ て き た 。

憲 法 は 国 政 レベ ル で は 「間 接 民 主 制 」 を原 則 と し、 「直 接 民 主

制 」 を例 外 と して い る。 一 方 、 自治 体 レベ ル で は 直 接 民 主 制 が 多

く採 用 され て い る。憲 法 の 規 範 構 造 と して も、宇 賀 克 也 東 京 大 学

教 授 (当 時 )が 主 張 して い る よ うに 、 自治 体 レベ ル で は 「直 接 民

主 制 は 間 接 民 主 制 よ りも住 民 自治 の 理 念 に適 して お り、通 常 は 直

接 民 主 制 を 採 用 す る こ と が 困 難 で あ る か ら次 善 の 策 と して 議 会

制 民 主 主 義 を採 用 して い る 」 (宇 賀 克 也『 地 方 自治 法 概 説 』 (有

斐 閣 、 2023年 )45頁 )。

に も か か わ らず 、 2024年 3月 12日 、福 岡 高 等 裁 判 所 那 覇

支 部 は 「普 通 地 方 公 共 団 体 は 間 接 民 主 制 を基 本 と して い る」等 の

判 決 を 下 した (以 下 、本 意 見 書 で は 「判 決 」 とい う。 )。 地 方 自
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治 に関す る憲 法 の規範構 造 を根 本 的 に誤解 した 「判決 」 で あ る。

そ して憲法規範 の誤解 に基 づ き、主権者 と して重 要 な権利 で あ

る 「住 民投票 」 の権利 を否 定す る判決 を下 した。

本意 見書 で は憲法及び地方 自治 法上、自治体 レベル では直接 民

主制 に親 和 的 で あ ることを 中心 に、「判決」の憲 法理解 の根本 的

誤 りを指摘 す る。

第 2 樋 口陽一東京大学 名誉 教授 の見解

自治 体 と直 接 民 主 制 に 関 す る 憲 法 規 範 の 意 義 に つ い て 、樋 口 【易

一 東 京 大 学 名 誉 教 授 の 見 解 を 紹 介 す る (樋 口 陽 一 『 憲 法 I』 (青

林 書 院 、 1998年 )365頁 )。

「国 政 の 次 元 で 直 接 民 主 主 義 的 要 素 に紺 し多 か れ 少 な か れ 抑 制

的 、さ らに は 警 戒 的 な態 度 を 憲 法 が とる こ とに は そ れ と して の 理

由 が あ る 、 とい う点 につ い て は 前 述 した。 そ れ に 対 し、地 方 自治

の 次 元 で は 、住 民 運 動 や 住 民 参 加 に 見 られ る よ うに 「民 意 」が よ

り具 体 的 な あ らわ れ 方 をす る こ とが 可 能 で あ り、ま た 、場 合 に よ

つ て は 「民 意 」 と結 び つ く首 長 の 地 位 が 強 化 され る と して も、そ

の こ と 自体 が 、中央 に対 す る権 力 分 立 の 強 化 と な る だ ろ う。そ こ

で は 、国 政 次 元 と対 比 して 、直 接 民 主 主 義 的 要 素 の あ り うべ き 消

極 的 局 面 を警 戒 す べ き必 要 が よ り少 な く、 「地 方 自治 の本 旨」 と

して の 住 民 自治 を 直 接 民 主 主 義 の 形 態 で 追 及 す る こ との 積 極 面

に 、 よ り多 く期 待 を か け る こ とが で き るの で あ る 」 。

樋 口【易一東 京 大学名誉教授 は憲法 学界 に於 け る「主権論争」で 、

日本 国憲 法 の解 釈 論 で は直 接 民 主 政 を主 張す る こ とに反 対 の立
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場 を採 り続 けてきた。直接 民 主的制度 で あ る「国民投票」に よ り、

フラ ンスで はナポ レオ ン 1世 、 3世 が 「皇帝 」 となつた。 ドイ ツ

では 「国際連盟脱退 」 (1933年 11月 )、 オース トリア併合

(1938年 4月 )な ど、ナ チ スに よる侵 略戦争 、第 2次 世界大

戦 を もた らす 要 因 とな る外 交政策や軍事侵 略 は 「国民投票」に よ

り正 当化 され た。 1934年 8月 2日 、ヒ トラー は 「 ドイ ツ国及

び 国民 の国家元首 に関す る法律 」を成 立 させ て「総 統」になつた。

しか しそ の直後 の 8月 19日 、 ヒ トラー を 「総統 」 と認 め るか ど

うか の 国民投票が行 われ た。 ヒ トラー の 「総統就任 」も国民意志

で正 当化 され た。こ うした歴 史 を踏 ま え、今 の ドイ ンの憲法 で あ

る「 ドイ ツ連 邦共和 国基本 法 」には一切 、国民投 票 の よ うな直接

民主 的制度 は存在 しない。権 力者 が 自分 の地位 や 政策 を強化す る

ため に濫 用 され る国民投票 は フランス憲法学 で 「プ レビシ ッ ト」

(p10biscite)と して警 戒 され る (杉 原泰雄『 地方 自治 の憲法論

「充実 した地方 自治」 を求 めて』 (勁 草書房 、 2002年 )24

7頁 )。 権 力者 に よる国民投 票悪用 の歴 史 、そ うした歴 史 を踏 ま

えて の比較法 的研 究 を踏 ま え、樋 口陽一東京 大学名 誉教授 は国政

レベ ル で の直接民主主義 の実現 には警戒感 を示 して きた。

一方 、先 に引用 した よ うに、地方 自治 レベル で の直接 民主制 に

は樋 口【易一東京大学名 誉教 授 は好意 的 な立場 を採 る。その理 由 と

して、 自治 体 レベル で は 「プ レビシ ッ ト」の危 険 が な く、直接 民

主主義 の積極 的側 面 に期待 をか け られ るこ と、そ して「権力分 立」

を挙 げ る。 以 下、 こ うした論 点 につ いて紹介 す る。
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第 3 地 方 自治 体 と直 接 民 主 制 に 関 す る法 的 構 造

1 地 方 自治 に 関 す る憲 法 の 規 範 構 造

憲 法 92条 で は 、 「地 方 公 共 団 体 の組 織 及 び 運 営 に 関す る事 項

は 、地 方 自治 の本 旨 に基 い て 、法 律 で これ を 定 め る」 と規 定 され

て い る。 憲 法 92条 で の 「地 方 自治 の本 旨」 とは 、 「住 民 自治 」

と 「団 体 自治 」 が そ の 内蓉 と な る。 「住 民 自治 」 とは 「地 方 自治

が 住 民 の 意 思 に 基 づ い て 行 わ れ る とい う民 主 主 義 的 要 素 」で あ る

(声 部 信 喜 著 、高 橋 和 之 補 訂『 憲 法 第 7版 』 (岩 波 書 店 、 202

0年 )378頁 )。

次 に 憲 法 93条 2項 で は 、 「地 方 公 共 団 体 の 長 、そ の議 会 の議

員 及 び 法 律 の 定 め る そ の他 の 吏 員 は 、そ の 地 方 公 共 団 体 の住 民 が 、

直 接 これ を選 挙 す る」 と明 記 され て い る。国 政 レベ ル の規 定 と比

較 す る と、 憲 法 上 、 「国 会 議 員 」 は 国 民 が 直 接 、選 挙 す る 旨の 明

文 規 定 は 存 在 しな い 。一 方 、 自治 体 議 員 は 憲 法 で 直 接 、選 挙 す る

と明 記 され て い る。 「行 政 権 の 長 」 に 関 して も 、 国 レベ ル で は 内

閣 総 理 大 臣 を 国 民 が 直 接 、選 挙 で 選 ぶ 規 定 とは な つ て お らず 、国

会 議 員 の 中 か ら内 閣 総 理 大 臣 が 選 出 され る とい つ た 「間 接 民 主

制 」 で あ る の に 対 して 、 「 白治 体 の 長 」 に つ い て も憲 法 で 直 接 、

自治 体 の 住 民 が 選 挙 す る との 明 文 規 定 が 存 在 す る。

さ らに 憲 法 95条 で は 、 「― の 地 方 公 共 団 体 の み に 適 用 され る

特 別 法 は 、法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り、そ の 地 方 公 共 団 体 の住 民

の 投 票 に お い て そ の 過 半数 の 同 意 を得 な けれ ば 、国 会 は 、これ を

制 定 す る こ とが で き な い 」 と明 記 され て い る。 「立 法 権 」 に 関 し

て は 憲 法 41条 で「国 会 の 単 独 立 法 の 原 則 」が 採 用 され て い る が 、

憲 法 95条 は そ の 例 外 とな る。 憲 法 95条 と 「直 接 民 主 制 」 の 関

係 に つ い て は 、 「直 接 投 票 立 法 は 、 国 政 の 次 元 で は 憲 法 改 正 の 国
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民 投 票 を 除 き 憲 法 上 言 及 され ず 、か え つ て 、 国 会 を 「唯 ― の 立 法

機 関 」 とす る憲 法 41条 に よ つ て 、少 な く と も法 的 効 果 を持 つ も

の と して は 否 定 され て い る が 、地 方 自治 の 次 元 で は 憲 法 上 積 極 的

に位 置 づ け られ て い る 」 (樋 ロト易・一『 憲 法 I』 (青 林 書 院 、 19

98年 )364頁 )。

そ して 憲 法 95条 の 「直 接 民 主 制 」に 関 して は 人 見 剛 早 稲 田大

学 教 授 (行 政 法 )の 下 記 の 指 摘 が 重 要 で あ る (人 見 剛  須 藤 陽 子

編『 ホー ンブ ック 地方 自治法』 (北 樹出版 、 2020年 )20

頁。 〔 〕 は飯島補足、ゴシ ックは飯島による強調 )。

「こ の 定 め 〔95条 〕 の 趣 旨 は 、従 来 、 国 の 立 法 権 に 封 す る 関係

で 自治 体 の 団 体 自治 を保 障 す る こ とに あ る と説 明 され て き た が 、

仮 に そ うだ とす れ ば 、当 該 法 律 に つ い て 自治 体 の 議 会 の 同 意 を必

要 とす ることでも足 りるはずである。にもかかわ らず、わざわざ

住民投票を要求 しているのは、こうした地域に特有な事柄につい

ては、代表民主制 (議 会制民主主義)に とどまらず住民による直

接的決定を重んずることが憲法の趣旨であると解 される」。

以 上 、地 方 自治 に 関 す る憲 法 規 定 を 引 用 し、重 要 と思 慮 され る

憲 法 学 説 ・ 行 政 法 学 説 を紹 介 した 。 国 政 レベ ル と異 な り、地 方 自

治 レベ ル で は 行 政 権 の 長 も議 会 の議 員 も直 接 、住 民 が 選 挙 す る こ

とが 憲 法 上 、 明 記 され て い る。 さ らに は 憲 法 95条 で は 、特 定 の

自治 体 の み に 適 用 され る 特 別 法 に つ い て は 当 該 自治 体 住 民 の 直

接 投 票 す ら要 求 され て い る。 4か 条 しか な い 地 方 自治 に 関 す る憲

法 規 定 の 半 分 で 直 接 民 主 制 が 採 用 され て い る。憲 法 41条 、 59

条 の 規 定 か ら、国 政 レベ ル で は 間 接 民 主 制 が 原 則 と され る の に 姑
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し、自治 体 レベ ル で は 直 接 民 主 制 を志 向 す る憲 法 規 定 が 多 く見 受

け られ る。 こ の こ とが 示 す の は 、 日本 国 憲 法 で は 自治 体 で の 直 接

民 主 制 は 原 理 的 に親 和 的 とい うこ とで あ る。

2 地 方 自治法 と直接 民主制

樋 口陽一東京 大学名 誉教授 は、「地方 自治場面 で の直接 民主主

義 的要 素へ の親 和性 を憲法 自身 が示 してい るのに対応 して、地方

自治 法 は、その傾 向 を さ らに明瞭 に取 り入れ てい る」 と指摘す る

(樋 口陽一『 憲法 I』 (青 林書 院、 1998年 )364頁 )。

行 政 法 学 で も「日本 国憲法及 び地方 自治法 は、住 民 自治 の原理

に基 づ く直接 民主主義 的 な要 素 を盛 り込 んだ」と指摘 され る (人

見 岡J 須藤 陽子編『 ホー ンブ ック 地方 自治法』 (北 樹 出版 、 2

020年 )96買 )。

た と え ば 地 方 自治 法 94条 、議 会 に 代 え て 町 村 総 会 を置 く こ と

が で き る 旨 の 規 定 も直 接 民 主 制 を採 用 した 規 定 で あ る。地 方 自治

法 94条 の 「町 村 総 会 」に つ い て 、宇 賀 克 也 東 京 大 学 教 授 (当 時 )

は 、 「これ は 有 権 者 全 員 が 町 村 総 会 の構 成 員 に な る も の で 直 接 民

主 制 を採 用 す る こ とに な る。町 村 は 憲 法 上 の 地 方 公 共 団 体 で あ る

か ら、議 会 を置 か な い こ とは 、憲 法 93条 1項 (「 地 方 公 共 団 体

に は 、法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り、そ の議 事 機 関 と して 議 会 を設

置 す る 」 )に 違 反 しな い か が 問 題 に な る。 しか し、直 接 民 主 制 は

間 接 民 主 制 よ りも住 民 自治 の 理 念 に 適 して お り、通 常 は 直 接 民 主

制 を 採 用 す る こ と が 困 難 で あ る か ら次 善 の 策 と して 議 会 制 民 主

主 義 を 採 用 して い る」 と指 摘 す る (宇 賀 克 也『 地 方 自治 法 概 説 』

(有 斐 F各弓、 2023年 )45頁 。 ゴ シ ッ ク は飯 島 強 調 )。 宇 賀 克

也 東 京 大 学 教 授 (当 時 )が 「直 接 民 主 制 」 は 「間 接 民 主 制 」 よ り
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も憲 法 92条 の 「地 方 自治 の 本 旨」 の 一 内容 で あ る 「住 民 自治 の

理 念 」 に 適 して い る と指 摘 して い る点 は極 め て 重 要 で あ る。

さ らに 地 方 自治 法 で は 条 例 改 廃 の 請 求 (地 方 自治 法 74条 )、

監 査 の 請 求 (地 方 自治 法 75条 )、 議 会 の解 散 請 求 (76条 ～ 7

9条 )、 長 、 自治 体 議 員 、副 知 事 な どの解 職 請 求 (地 方 自治 法 8

0条 ～ 88条 )と い つ た 直 接 民 主 制 的 制 度 が 多 く存 在 す る。 これ

らは 自治 体 レベ ル で の 直 接 民 主 制 を 地 方 自治 法 上 、明 文 で 採 用 し

た 制 度 だ が 、 「憲 法 が 間接 民 主 制 を と して い る ゆ え に 憲 法 違 反 で

あ る」 とい つ た 主 張 は 皆 無 で あ る。 む しろ代 表 民 主 主 義 で は 「地

方 自治 の 本 旨」 の 一 内容 で あ る 「住 民 自治 」 を 十 分 に果 た せ な い

可 能 性 が あ る た め 、住 民 に よ る 監 視 と参 加 を 地 方 自治 法 が 可 能 に

して と して 、宇 賀 克 也 東 京 大 学 教 授 (当 時 )は 以 下 の よ うに 述 べ

て い る (宇 賀 克 也『 地 方 自治 法 概 説 』 (有 斐 閣 、 2023年 )3

75頁 。 ゴ シ ッ ク は飯 島 強 調 )

「日本 国憲法 は、長 、議員 につ いて公選制 を と り (憲 法 93条

2項 )、 代 表 民主主義 を基本 と してい るが、地方 自治 の本 旨の 中

核 をなす住 民 自治 の理念 に照 らせ ば、直接 民主 主義 の要素 を導入

してい る こ とを否 定 してい る とは解 され ない。実 際、代表制 民主

主義 には、選挙 が終わ る と当選 した長や議 員が住 民の意思 と乖離

した行動 を とるおそれが あ り、住 民 は挫 挙 の際 にのみ主権者 で あ

るにす ぎない とい う問題 が あ る。そ こで地方 自治法 は、代表 民主

主義の欠 陥 を補 い、住 民 に よる恒 常 的な監視 と参 加 を可能 にす る

ため 、国 に はみ られ な い直 接 民 主主義 的制度 を採用 して いる」。

宇賀克也東京大学教授 (当 時)も 、① 「代表民主主義を基本 と
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してい る」 とは指摘 してい る。 とはい え、 「直接 民主制 」が憲法

で認 め られ ない とは述べ ていない。む しろ② 自治体 の首長や議会

が住 民意 志 に反す る政治 を進 め る際 の 「監視 」、議会 と住 民意志

の乖離 の回避 な どのた め、 「直接 民主主義」を積極 的 に評価 して

い る。 「判 決」は① だ けを表 面的 に捉 え、② の視点 を完全 に欠落

させ てい る。

3 「垂 直的権 力分立 」 と直接 民主制

声 部信 喜 著 、高橋 和 之補 訂『 憲法第 7版 』 (岩 波書 店 、 202

0年 )378買 は、 「統治機 構 は民主主義 と権力分立原 理 に基づ

いて組 織 され るが、それ には、まず 、地方 の政治 は住 民 の 自治 に

よる とい う原理 が認 め られ なけれ ばな らない。「地方 自治 は民主

主義 の小学校 で あ る」 と言 われ 、あ るい は、地方 自治 は中央の統

一権 力の強 大化 をお さえて 、権 力 を地方 に分散 させ る とい う重要

な意 義 が あ る と説 かれ るの は、そ のた めで あ る」 と指 摘 す る (ゴ

シ ックは飯 島強調 )。

国 と 自治 体 間の権 力分 立 は 「垂 直 的権 力分 立」 と言 われ るが、

「垂 直 的権 力分 立」につ い て人見 剛早稲 田大学教授 (行 政法 )は

以 下 の よ うに指摘す る (人 見剛 須藤 陽子編『 ホー ンブ ック 地

方 自治 法』 (北 樹 出版 、 2020年 )14-15頁 。 ゴシ ックは

飯 島 に よる強調 )。

「国の統治 権力 を全 国的 なそれ と地域 的 なそれ に分散 し、権 力 の

集 中に よる専制支配 の危 険 の 目を摘 み政 るこ とがで き る。集権 的

中央政府 の権力 が民主 的 に構成 され てい た として も、そ こに権力

が集 中 して いれ ば専制 支 配 を生 み 出す 素 地 とな りか ね ない か ら
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で あ る。いわ ゆ る三権分立 を水 平 的 な権 力の分立 とす る と、地方

分権 は垂直 的 な権 力分立 で ある と言われ る ことが ある」。

人 見 剛 教 授 の 指 摘 の よ うに 、 立 法 ・ 司 法 ・ 行 政 間 だ け で な く、

国 と 自治 体 の 関係 も 「権 力 分 立 」 か らは 重 要 で あ る。 国 と 自治 体

間 の 権 力 分 立 の 重 要 性 は 日本 だ け で な く、外 国 の 憲 法 で も認 識 さ

れ て い る。 た と え ば フ ラ ン ス の 憲 法 書 で も、国 と 自治 体 の 権 力 分

立 が 「垂 直 的 権 力 分 立 (La division verticale)」 と され て

い る。 「国 家 権 力 の 共 有 の 原 則 は 法 治 国 家 の 実 現 の 本 質 的 前 提 と

見 l故 され て い る」 が 、 「国 家 内 で の 権 力 を分 立 す る 2つ の 方 法 を

区別 す る こ とが 可 能 で あ る」。具 体 的 に は 、「水 平 的 権 力 分 立 (La

division horizontale)は 、 一 つ の 国 家 機 関 に 権 力 が 集 中 す る

の を 防 ぐた め 、 国 家 の さま ざま な機 関 (国 会 、執 行 府 )間 の権 力

の 分 立 で あ る 」 の に 対 し 、 「垂 直 的 権 力 分 立 (La division

verticale)は 、国 と国 を構 成 す る 自治 体 間 の権 力 分 立 に 関 わ る」

と 指 摘 さ れ て い る (Louis Favoreu,Patrick Gala,Richard

Ghevontian,」 ean一 Louls       Mestre,Otto   Pfersmann,Andre

Roux,Guy Scoffoni,  Droit   constitutionnel,  24e edition,

DALLOZ,2022,p.455)。

そ して 自治 体 が 「垂 直 的 権 力 分 立 」の 役 割 を果 た す とい う視 点

か ら も 、自治 体 レベ ル で の 直 接 民 主 制 は 重 要 で あ る。首 長 が 直 接 、

住 民 か ら選 出 され た り、住 民 投 票 に よ り直 接 、住 民 の 意 志 が 示 さ

れ た 決 定 は 強 い 正 当性 を有 し、 「事 実 上 」 にす ぎ な い 場 合 で あ っ

て も 国 の 政 策 に 対 す る歯 止 め と して 機 能 す る。個 人 の 権 利 ・ 自 由

を擁 護 す る た め の 「垂 直 的 権 力 分 立 」 の観 点 か ら も 、 自治 体 レベ

ル で の 直 接 民 主 制 は 効 果 的 に機 能 す る。
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第 4 「判決 」の検 討

以 上 、自治 体 と直接 民主制 に関す る憲法規範 、地方 自治 法 の意

義 を紹介 した。今 までの紹介 を踏 ま え、 「判決」 を検討 す る。

1 「間 接 民 主 制 が 基 本 」 等 との 「判 決 」 の 根 本 的 誤 り

「判 決 」 で は 以 下 の よ うに判 示 され た 。

「憲 法 は 、 地 方 公 共 団 体 に は 、法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り、 そ

の議 事 機 関 と して 議 会 を設 置 す る も の と し (93条 1項 )、 これ

を受 け て 、地 方 自治 法 は 、第 2編 第 6章 (89条 以 下 )に お い て

普 通 地 方 公 共 団 体 の議 会 に つ い て 詳 細 な 規 定 を設 け て お り、普 通

地 方 公 共 団 体 は 間 接 民 主 制 を 基 本 と して い る とい う こ と が で き

る。住 民 投 票 制 度 は 間 接 民 主 制 の 例 外 で あ り、 どの よ うな 事 項 に

つ き住 民 投 票 を実 施 す る か は 、当該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 住 民 自治

の あ り方 に 大 き くか か わ る事 項 で あ る か ら、相 当数 の 有 権 者 か ら

請 求 を受 け た 場 合 で あ つ た と して も 、住 民 投 票 の 実 施 の 可 否 に つ

い て は 、通 常 、議 会 が そ の 実 施 の 可 否 を判 断 す べ き も の で あ る」。

「判 決 」で は、住 民投票 の実施 の可否 は議 会 が判 断す べ き もの

と判示 され た。その前提 と して 「普 通地方公 共 団体 は間接 民主制

を基本 」、 「住 民投票制度 は間接 民主制 の例外 」 との判 示 が な さ

れ た。 しか し、上記 で紹介 した よ うに、 「判 決」は地方 自治 に関

す る憲 法 の規 範構造 を根底 か ら誤解 した。「判決」は、「憲 法 は、

地方公 共 団体 には、法律 の定 め る ところに よ り、その議 事機 関 と

して議 会 を設 置す る もの と し (93条 1項 )、 これ を受 けて、地

方 自治 法 は、第 2編 第 6章 (89条 以 下 )に おいて普通 地方公 共
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団 体 の 議 会 に つ い て 詳 細 な規 定 を設 け て お り、普 通 地 方 公 共 団 体

は 間 接 民 主 制 を 基 本 と して い る」 と判 示 した。か つ て の 学 説 に は

「判 決 」 と同 様 な 主 張 をす る学 説 も あ る。 た だ 、 こ う した 主 張 に

対 して 杉 原 泰 雄 一 橋 大 学 名 誉 教 授 は 「現 代 代 表 制 。そ の 代 表 概 念

は「古 典 的 代 表 制 」。そ の 代 表 概 念 と異 な っ て い る。した が つ て 、

そ の 点 につ い て の 検 討 をふ ま え る こ とな く、代 表 制 を 導 入 して い

る こ と を理 由 に 、日本 国 憲 法 が 国 民 投 票 や 住 民 投 票 な どの 直 接 民

主 制 に 否 定 的 、 消 極 的 な 態 度 を と つ て い る と決 め つ け る こ とは 、

合 理 的 で は な い 」と批 判 す る (杉 原 泰 雄『 地 方 自治 の 憲 法 論  「充

実 した 地 方 自治 」を 求 め て 』(勁 草 書 房 、2002年 )233頁 )。

先 に 紹 介 した よ うに 、憲 法 93条 2項 で は 首 長 や 自治 体 議 員 は

直 接 、住 民 に よ り選 出 され る こ とが 明 文 で 規 定 され て い る。憲 法

95条 で は 地 方 自治 特 別 法 に 関 して 住 民 投 票 が 明 記 され て い る。

憲 法 で も こ う して 直 接 民 主 制 的 制 度 が 採 用 され て い る。憲 法 9

3条 2項 、 95条 、そ して 92条 の 規 定 に言 及 せ ず 、 93条 1項

だ け に 言 及 した うえ で 、憲 法 で は 自治 体 レベ ル で も 間 接 民 主 制 が

基 本 等 と判 示 す る の は 極 め て 恣 意 的 ・ 不 当 な憲 法 解 釈 で あ る。そ

も そ も 「判 決 」 が 引 用 す る 93条 1項 に つ い て も、宇 賀 克 也 東 京

大 学 教 授 (当 時 )が 指 摘 す る よ うに 、 「直 接 民 主 制 は 間 接 民 主 制

よ り も住 民 自治 の 理 念 に適 して お り、通 常 は 直 接 民 主 制 を採 用 す

る こ と が 困 難 で あ る か ら次 善 の 策 と して 議 会 制 民 主 主 義 を 採 用

して い る」に過 ぎ な い 。杉 原 泰 雄 一 橋 大 学 名 誉 教 授 が 指 摘 す る よ

うに 、 日本 国 憲 法 で の 代 表 制 は 「古 典 的 代 表 」 で は な く 「現 代 代

表 制 」 で あ り、 「現 代 代 表 制 」 は 、 「古 典 的 代 表 と異 な つ て 、直

接 民 主 制 と対 立 し、そ れ を排 除 し よ う とす る もの で は な い 。直 接

民 主 制 が 実 行 困 難 で あ る こ とか ら、次 善 の 策 と して 認 め られ て い
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るで、その代替物 となることを求め られている」 (杉 原泰雄『 地

方 自治の憲法論  「充実 した地方 自治」 を求めて』 (勁 草書房、

2002年 )233頁 )。

駒 村 圭 吾 慶 応 大 学 教 授 も 日本 国 憲 法 で の 「代 表 制 」 に つ い て 、

「 「半 代 表 」 な い し 「社 会 学 的 代 表 」 の 考 え方 が 支 配 的 」 、 「半

代 表 制 が お お む ね 学 界 の 支 配 的 見 解 」と指 摘 す る。駒 村 教 授 は「半

代 表 は 、典 型 的 に は 、ナ シ オ ン 主 権 論 に 立 脚 す る純 粋 代 表 制 との

対 照 に お い て 、 「議 会 は建 前 と して 人 民 の 意 思 (民 意 )を で き る

だ け正 確 に反 映 して 代 弁 す べ き だ とい う、直 接 民 主 制 的 な 要 素 を

加 味 した 代 表 の 考 え方 」 と定 義 され 、 これ は プ ー プ ル 主 権 を前 提

に した も の で あ る 、 と され る (芦 部 ・ 憲 法 〔7版 〕 304頁 )」

と指摘す る (長 谷部恭男編『注釈 日本国憲法 (3)』 (有 斐閣、

2020年 )538頁 )。

そ して 日本 国憲法で 「現代代表制」 「半代表制」が採用 されて

い る憲法的根拠 につき、杉原泰雄一橋大学教授 は、①ナシオ ン主

権やナシオン主権 に親和的な象徴的規定である「命令的委任 の禁

止」 (自 由委任 )の 規定を欠いてい ること、②プープル主権やプ

ープル主権 に親和的な規定である、公務員 の選定・罷免権 を 「国

民固有の権利 」 (憲 法 15条 1項 )と 明記 していること、③憲法

改正などの重要 な問題 について国民 (人 民)投 票制度 な どの 「直

接民主制」を用意 していること、④ 「国民のため」の衆議 院解散

制度が存在す ること (憲 法 7条 3号 )を 指摘す る (杉 原泰雄『 地

方 自治の憲法論  「充実 した地方 自治」 を求 めて』 (勁 草書房 、

2002年 )222頁 )。

以 上 の よ うに 、 日本 国 憲 法 で 採 用 され て い る 「代 表 制 」 は 「現

代 代 表 制 」 「半 代 表 制 」 で あ り、 宇 賀 克 也 東 京 大 学 教 授 (当 時 )
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や 杉 原 泰 雄 一 橋 大 学 教 授 (当 時 )が 指 摘 す る よ うに 、 「直 接 民 主

制 の 代 替 物 」で あ る。 日本 国 憲 法 に お け る 間 接 民 主 制 が 直 接 民 主

制 の 「代 替 物 」 で あ る以 上 、 「憲 法 上 直 接 民 主 制 を排 除 す る 明 示

的 な 規 定 が な け れ ば 、法 律 等 で そ れ を 導 入 す る こ とは 、許 され て

い る だ け な く、一 定 の 状 況 にお い て は 、 「人 民 に よ る 、人 民 の た

め の 政 治 」 の確 保 の た め に積 極 的 に 求 め られ て い る」 (杉 原 泰 雄

『 地 方 自治 の 憲 法 論  「充 実 した 地 方 自治 」 を求 め て 』 (勁 草 書

房 、 2002年 )233頁 )。 む し ろ 自治 体 の 首 長 や 議 会 が 日本

国 憲 法 で想 定 され た 「現 代 代 表 制 」 と して 機 能 せ ず 、住 民 意 志 と

は 相 容 れ な い 政 治 を進 め る際 、 日本 国 憲 法 の 基 本 原 理 で あ る 「国

民 主 権 」 (憲 法 前 文 、 1条 )、 地 方 自治 の 重 要 な 要 素 で あ る 「住

民 自治 」 を画 餅 と させ な い た め 、住 民 に よ る直 接 の 意 志 表 示 が 憲

法 か ら求 め られ る。

「自治 体 で 間 接 民 主 制 が 基 本 」で あ る た め に住 民 投 票 に 消 極 的

態 度 を と つ た 「判 決 」 は 、 「地 方 白治 と直 接 民 主 制 」 に 関 す る 日

本 国 憲 法 の規 範 構 造 、 日本 国 憲 法 で の 「代 表 」概 念 の 意 義 を 見 誤

り、住 民 に よ る 直 接 的 意 志 表 示 とい う、「国 民 主 権 」 「住 民 自治 」

の 実 現 を妨 げ る判 示 を した とい う、 致 命 的 誤 りを した 。

2 旧石垣市 自治基 本条例 28条 1項 及 び 4項 に係 る憲法解釈

の誤 り

「判 決」は憲法 94条 との関係 で も、旧石垣市 自治 基本 条例 2

8条 1項 及 び 4項 につ い て誤 つた解釈 を前提 とした立論 を展 開 し

てい る。 憲法 94条 で は 「地方公 共 団体 は、その財 産 を管理 し、

事務 を処理 し、及 び行 政 を執行す る権 能 を有 し、法律 の範 囲 内で

条例 を制 定す る こ とがで きる。」 と明記 され てい る。憲法 上 、条
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例 を制定で き るの は 「法律 の範 囲 内」 と明記 され てい る。判決 は

「同条例 28条 1項 に基 づ く請 求 と同法 74条 1項 に基 づ く請

求 とが排他 的 な 関係 にある とはい えず 、 同条例 28条 1項 の規

定 に よつて、石 垣 市 の有権者 が 同法 74条 1項 に基 づ く条例制 定

請 求 をす るこ とは妨 げ られ ない とい うべ きであ るか ら、同条例 2

8条 1項 と同法 74条 1項 との間 に矛 盾抵触 はな く、石垣市 の有

権者 の条例制 定請 求権 が制約 され る こ とに もな らない」と判示 し

た。そ して 「28条 4項 にい う「所 定 の手続 」の具体 的 な内容 も

明 らか となつてい ないか ら、同条 1項 の請 求 に よる住 民投票 につ

い て、同条 4項 は、石 垣市長 が案件 ご とに住 民投票実施 条例 を石

垣 市議会 に提 出 して住 民投票 を発議 す る規 定で あ る と解 され」る

と判示 した。

憲 法研 究者 はむや みや た らに 「憲 法違反 」とい う発 言 をすべ き

で ない と私 は考 えてい るが、「判 決 」の よ うに解釈 す るので あれ

ば、旧石垣 市 自治 基本条例 28条 1項 及 び 4項 は憲法 94条 にい

う「法律 の範 囲 内」 と言 えず 、憲法違反 とな る。 旧石 垣市 自治基

本 条例 28条 1項 は、「市民の うち本 市 において選 挙権 を有す る

者 は、市政 に係 る重 要事項 につ い て 、そ の総数 の 4分 の 1以 上 の

者 の連署 を もつて 、そ の代表者 か ら市長 に対 して住 民投票 の実施

を請 求す るこ とが で きる」 とされ 、同条 4項 で 「市長 は、第 1項

の規 定 に よる請 求 が あった ときは、所 定 の手続 を経 て 、住 民投票

を実施 しな けれ ば な らない」と明記 していた。同条 4項 で明記 さ

れ た 「所 定 の手続 」について、 「石 垣 市長 が案件 ご とに住民投票

実施 条例 を石 垣 市 議 会 に提 出 して住 民投 票 を発 議 す る規 定 で あ

る と解 され 」る と判 示 したが、判 決 の よ うに しか 自治基本条例 2

8条 1項 及 び 4項 を解釈 で きない ので あれ ば、旧石 垣 市 自治基本
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条 例 28条 1項 及 び 4項 は 地 方 自治 法 74条 1項 の「 50分 の 1

以 上 」 とい う署 名 要 件 を加 重 した こ とに な る。 「国 民 主 権 」 「住

民 自治 」を 体 現 す る条 例 制 定 改 廃 請 求 権 を 法 律 以 上 に厳 しい 要 件

を課 して 制 約 す る 条 例 で あ れ ば 、憲 法 94条 で 明 記 され た 「法 律

の 範 囲 内 」 と は言 えず 、 憲 法 違 反 で あ る。

で は 旧石 垣 市 自治 基 本 条 例 28条 1項 及 び 4項 は 憲 法 違 反 の 規

定 だ つ た の か 。そ うで は な い 。 旧石 垣 市 自治 基 本 条 例 28条 1項

及 び 4項 に 関 す る 「判 決 」の解 釈 が 憲 法 違 反 の 状 況 を も た らす も

の で あ り、 「判 決 」 は 誤 つ た 条 例 解 釈 に 基 づ く立 論 で 住 民 投 票 の

権 利 を否 定 した 。 「判 決 」 は 、 「所 定 の 手 続 」 の 具 体 的 な 内 容 も

明 らか に な っ て い な い と判 示 しな が ら、 「石 垣 市 長 が 案 件 ご とに

住 民 投 票 実 施 条 例 を 石 垣 市 議 会 に 提 出 して 住 民 投 票 を 発 議 す る

規 定 で あ る と解 され る」 との結 論 を 導 い て い る。 「所 定 の 手 続 」

が 「住 民 投 票 実 施 条 例 」 で あ る とい う論 ↓夕とが 示 され て い な い 。 2

8条 4項 で は 「所 定 の 手 続 」 との 文 言 で あ り、「条 例 を制 定 して 」

等 の 文 言 に は な つ て い な い 。地 方 自治 法 74条 1項 で は 「 50分

の 1以 上 の 連 署 」 に よ り「制 定 又 は 改 廃 の 請 求 をす る こ とが で き

る」 とい うだ け で は 「議 会 」 で 否 決 され る状 況 が 生 じ る。 一 定 数

の 住 民 が 請 求 した 条 例 制 定 の 可 否 が 議 会 で 否 決 され る 事 態 が 生

じ る 制 度 に つ い て は 法 学 界 で も疑 問 とす る 学 説 も あ る 。 そ こ で

「 4分 の 1以 上 の 連 署 」が あれ ば 、住 民 投 票 の 実 施 の 是 非 を議 会

に委 ね る の で な く 「義 務 的 」 とす る方 が 「国 民 主 権 」「住 民 自治 」

の 実 現 に適 う。

「判 決 」 は 旧石 垣 市 自治 基 本 条 例 28条 1項 及 び 4項 に つ き 、

憲 法 94条 違 反 の 事 態 を も た らす 解 釈 を施 し、そ う した 誤 つ た 立

論 に 基 づ い て 石 垣 市 民 の住 民 投 票 の 権 利 を否 定 した。到 底 看 過 で
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き な い 判 決 で あ る 。

第 5 「判決 」の根 本 的誤 り

以上 、日本 国憲 法 にお ける 自治体 と民主制 の関係 につ いて検討

した。 日本 国憲法 で は 「基本 的人権 の尊重 」 「平和 主義 」 とな ら

び 、 「国民主権 」が基本原理 とされ てい る。 「国のあ り方 を最終

的 に決 める権 力 は 国民 にある とい う思想 」が 「国民主権 」であれ

ば、憲法上、排 除す る規 定がない 限 りは国民が直接意 志表 明をす

る 「直接 民主制 」が要 求 され る。国政 レベ ル では憲法 41条 、 5

9条 で直接 民主制 が否 定 され てい るが 、自治体 レベル では異 な る。

憲 法 92条 の 「地方 自治 の本 旨」 に は 「住 民 自治 」 が含 まれ る。

憲法 93条 2項 で は 自治体 の首長や議員 は直接 、住 民 が選挙す る

こ とが明記 され て い る。憲法 95条 で は地方 自治特別 法 の制定 に

際 して は住民投 票 が 明記 され てい る。この よ うに、日本 国憲法上 、

地方 自治体で の直接 民主制 は否 定 され てい ない。それ どころが積

極 的 に採用 され て い る。 「判決」は地方 自治 と直接 民主制 に関す

る憲 法 の規範構 造 を誤解 した。 「住 民 自治 」の実現や 「垂 直的権

力分 立」の観 点 か ら、憲法上、 自治 体 レベル での直接 民主制 は積

極 的 に評価 され て い る。

自治 体 レベ ル で の直 接 民主制 に 日本 国憲 法 が親 和 的 な傾 向 を

受 け、地方 自治 法 で は さらに直接 民 主制 が採用 され てい る。憲法

93条 1項 に もか か わ らず、地方 自治 法 94条 で は町村議 会 に代

わ り「町村総会 」 を措 くこ とが可能 とされ てい る。そ の上 、地方

自治 法 では条例 改廃 の請求 (地 方 自治法 74条 )、 監査 の請求 (地

方 自治法 75条 )、 議 会 の解散請 求 (76条 ～ 79条 )、 長 な ど

の解 職請求 (地 方 自治 法 80条 ～ 88条 )と い った直接 民主制 的
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制度 が明記 され てい る。地域 の政治 に紺す る住 民 の直接参加 を法

律 で保 障 した が、これ らが憲法違反 との見解 は存在 しない。む し

ろ宇賀克也東 京 大学教授 (当 時 )が 指摘す る よ うに、自治体議 会

や 首長 が住 民 自治 とは相 容 れ ない行 政 を行 う際 の是 正措 置 と し

て、 「直接 民主制 」 は積極 的 に評価 され てい る。

「判決」は① 「普通 地方公 共 団体 は間接 民主制 を基本 としてい

る とい うこ とがで き る。住 民投 票制度 は間接 民主制 の例外」で あ

るた め、② 「住 民投票 の実施 の可否 につい て は、通 常、議会 がそ

の実施 の可否 を判 断すべ き もので あ る」と判示 した。今 まで述べ

た よ うに、判決 の① の部分 は地方 自治 と直接 民主制 に関す る憲法

の規範構造 を誤解 した もので あ り、「判決」の前提 が崩れ てい る。

さらに② に 関 して も言及す る。2021年 6月 に改正 され る以

前 の、石 垣市 自治基本条例 28条 4項 では、 「市長 は、第 1項 の

請 求が あつた ときは、所 定 の手続 を経 て、住 民投 票 を実施 しな け

れ ばな らない」 と明記 され ていた。私 が川 崎 市 の市民オ ンブズマ

ン専 門調査員 を していた頃、日本全 国の 自治 体 で「自治基本条例 」

を制定す る動 きが加 速 してい た。そ うした実態 を実際の 自治体行

政 を通 じて知 りえた私 か らすれ ば、2021年 6月 、石垣市 が「自

治基本条例 」 の住 民投票 に係 る規 定 を改廃 したの は 「国民主権 」

「住 民 自治」の歴 史や社会 の流 れ に逆行す る対応 と言 わ ざるを得

ない。

そ うした反 民 主的 、歴 史的逆進性 はの ちに指摘す るが、旧石垣

市 自治基本条例 の 「実施 しな けれ ばな らない」とい う文言 は解釈

の余地 を残 さない ほ ど一義 的で あ る。「実施 しな けれ ばな らない」

とい う規 定 が あ る以上 、市長 は住 民投票 を実施 す る法 的義務 を負

う。住 民投票 を実施 しなか った市長 の紺応 は条例 違反 と言 わ ざる

17



を得 な い 。憲 法 的 に も 、条 例 の 要 件 を満 た した 請 求 に もか か わ ら

ず 、住 民 投 票 を 実 施 しな か つ た 市 長 の 対 応 は 、住 民 の 意 志 に基 づ

い て 地 域 の 行 政 が 行 わ れ るべ き とい う「住 民 自治 」 に も背 を 向 け

た と評 価 せ ざ る を得 な い 。 「判 決 」 が 言 う よ うに 、住 民 投 票 の是

非 は 議 会 に委 ね られ るべ き事 柄 で は な い 。議 会 の 意 志 と地 域 住 民

の 意 志 が 乖 離 す る の で は 「国 民 主 権 」 「住 民 自治 」 は 単 な る理 念

と化 す 。 そ う した 事 態 を避 け 、 「国 民 主 権 」 「住 民 自治 」 を 実 現

す る た め 、 「住 民 投 票 」 は 重 要 で あ る。 「 4分 の 1以 上 の 連 署 」

が あ る請 求 に つ い て は 議 会 の 判 断 に 委 ね ず に 実 施 を 義 務 的 に す

る と解 す る方 が 「国 民 主 権 」 「住 民 自治 」 の 実 践 とな る。 宇 賀 克

也 東 京 大 学 教 授 (当 時 )が 指 摘 す る よ うに 、代 表 民 主 主 義 で は「地

方 自治 の 本 旨」 の 一 内 容 で あ る 「住 民 自治 」 を十 分 に 果 た せ な い

可 能 性 が あ る た め 、住 民 に よ る監 視 と参 加 を 可 能 に す るた め に住

民 投 票 が 活 用 され るべ き で あ る。ま して や 削 除 前 の 石 垣 市 自治 基

本 条 例 28条 4項 で 「市 長 は 、第 1項 の 請 求 が あ っ た と き は 、所

定 の 手 続 を経 て 、住 民 投 票 を実 施 しな けれ ば な らな い 」 と規 定 さ

れ て い た 以 上 、 「住 民 自治 」 を 実 現 す る た め に も住 民 投 票 が 実 施

され るべ き で あ つ た 。 に もか か わ らず 、石 垣 市 長 は 住 民 投 票 を実

施 しな か つ た 。 こ う した 市 長 の 対 応 、 「条 例 」 を遵 守 しな か つ た

点 で 「法 治 主 義 」 か ら正 当化 で きず 、 さ らに住 民 投 票 を実 施 しな

か っ た 点 で 「国 民 主 権 」 「住 民 自治 」 に 背 を そ む け た 対 応 で あ つ

た 。

第 6 「 国 民 主 権 」 の 歴 史 的 進 展 に 沿 う判 決 を

「主 権 」 の母 国 フ ラ ン ス で は 、 「国 民 主 権 」 は 「Nation主 権 」

か ら 「Peuple主 権 」へ の進 展 、 「国 民 主 権 」 は 単 な る 「理 念 」 と
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して だ け で な く 「現 実 の 権 利 行 使 」 に 向 け て 展 開 して き た。 フ ラ

ン ス 大 革 命 (1789年 )後 、 1791年 フ ラ ン ス 憲 法 で は 、「主

権 は 、 国 民 (Nation)に 属 す る 」 と され た 。 た だ 、 1791年 フ

ラ ン ス 憲 法 は 「Nation主 権 」を採 用 す る も の で あ り、国 民 の 直 接

的 な 決 定 は否 定 され て い た 。 「間接 選 挙 」 「制 限 選 挙 」 の 下 、代

表 者 は 国 民 意 志 を反 映 す る こ とが 要 求 され ず (純 粋 代 表 制 )、 「国

王 」さえ も「国 民 代 表 」と され た 。 と こ ろ が 歴 史 は 「Nation主 権 」

か ら 「Peuple主 権 」 に発 展 して き た 。 「Peuple主 権 」 の 下 で は

国 民 (Peuple)に よ る直 接 的 な 決 定 が 認 め られ 、 あ る い は少 な く

と も 、代 表 機 関 は 国 民 の 意 志 を反 映 す べ き と され た (「 半 代 表 制 」)。

第 3共 和 制 憲 法 に は「主 権 」に 関 す る規 定 は な か っ た が 、実 質 上 、

Peuple主 権 の 考 え方 が 定 着 した 。第 4共 和 制 憲 法 、現 行 憲 法 で あ

る第 5共 和 制 憲 法 で は 「Nationの 主 権 は 、Peupleに 属 す る」 (第

4共 和 制 憲 法 3条 、第 5共 和 制 憲 法 3条 )と の よ うに 、 「一 定 の

限 度 」で あ れ 、国 民 が 直 接 、意 志 表 示 す る制 度 が 構 築 され て い る。

日本 国 憲 法 の 規 範 構 造 も フ ラ ン ス 憲 法 流 に い え ば 「Nation主 権 」

で な く 「Peuple主 権 」 で あ る。 主 権 者 の 決 定 を 求 め る 「Peuple

主 権 」の 理 念 は 、 た と え ば 男 女 普 通 選 挙 の 採 用 、憲 法 改 正 に つ い

て の 国 民 投 票 、最 高 裁 判 所 裁 判 官 の 国 民 審 査 、地 方 自治 特 別 法 で

の 住 民 投 票 と して 具 体 化 され て い る (樋 口 [易 一『 比 較 憲 法 〔全 訂

第 3版 〕 』 (青 林 書 院 、 1993年 )425-427頁 )。

こ の よ うに 、 「国 民 主 権 」 は 「単 な る理 念 」 か ら 「実 際 の権 利

行 使 の保 障 」とい う歴 史 的 発 展 を た どつ て き た 。に も か か わ らず 、

「 自治 基 本 条 例 」に 存 在 した 住 民 投 票 制 度 を石 垣 市 議 会 は 削 除 し

た 。 さ らに 石 垣 市 長 は 「 自治 基 本 条 例 」 に 基 づ い て 住 民 投 票 を実

施 しな か っ た 。旧石 垣 市 自治 基 本 条 例 28条 1項 及 び 4項 を 削 除
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した 石 垣 市 議 会 の 行 為 、4分 の 1以 上 の石 垣 市 民 が 請 求 した に も

か か わ らず 、住 民 投 票 を 実 施 しな か つ た 石 垣 市 長 の対 応 は 「国 民

主 権 」 「住 民 自治 」 の歴 史 的 進 展 に逆 行 す る対 応 と言 わ ざ る を得

な い 。 そ して 、 「条 例 」 の 規 定 に反 して 住 民 投 票 を実 施 しな か つ

た 市 長 の 対 応 に裁 判 所 は ど う対 応 す べ き か 。福 岡 高 等 裁 判 所 那 覇

支 部 は 条 例 に反 す る石 垣 市 長 の 紺 応 に お 墨 付 き を 与 え た 。福 岡 高

等 裁 判 所 那 覇 支 都 も国 民 主 権 の 歴 史 的 進 展 の 逆 行 に加 担 し、擁 護

した こ と に な る。 しか し 「法 の 支 配 」や 「民 主 主 義 」 を貫 徹 す る

観 点 か ら、住 民 投 票 を 実 施 しな か つ た 市 長 の 行 為 、 さ らに は 誤 つ

た 憲 法 理 解 、条 例 解 釈 に 基 づ い て 「住 民 投 票 」 の 権 利 を否 定 した

「判 決 」 を看 過 す べ き で は な い 。 「国 民 主 権 」 の 歴 史 的 展 開 を踏

ま え た 判 決 を 下 す こ と、 「住 民 投 票 」 の 権 利 を 「画 餅 」 と させ る

の で は な く、そ の 実 現 に 資 す る判 決 を 下 す こ とが 最 高 裁 判 所 に は

求 め られ る。

「地 方 自治 」 に関わ る飯 島滋 明研究業績 E活 動 一覧

【著善 】

0前 田哲男・飯 島滋 明編『 国会審議 か ら防衛 論 を読み解 く』 (三

省 堂 、 2003年 )に て 「コラム」 と国会審議 の資料 収集 。選別

を担 当。

0麻 生太郎 ほか著『 初 学者 のた めの憲法学』 (北 樹 出版 、 200

8年 )に て 「社会権 」 「地方 自治」の執筆 を担 当 (2021年 に第 2

版 )。

0榎 澤 幸広・奥 田喜道・飯 島滋 明編『 これ でい い のか !日 本 の民

主主義  失 言・名 言 か ら読 み解 く憲法』 (現 代 人 文社 、 2016

20



年 )1こ て「自衛 隊発 足以 降、i。 …1800名 の 自衛 隊員 の方 々が、

… …殉職 を され てお ります 」「沖縄 の人 々の 自己決 定権や人権 は

無視 され続 けて きま した」 「 9条 に ノーベル 平和 賞 を」 「あ とが

き」 の執筆 を担 当。

【論文】

0「 有事法制 と憲法上の権利」『 工学院大学研究論叢 41巻 2号 』

(2004年 )

0「 有事関連 7法 と憲法」『 工学院大学研究論叢 42巻 1号 』 (2

004年 )

0「 な ぜ 「地 方 自治 」 が 重 要 な の か ― 川 崎 市 市 民 オ ン ブ ズ マ ン の

活動に焦点を当てつつ一」『 工学院大学研究論叢 43巻 1号』(2

005年 )

0「 自民 党『 日本 国 憲 法 改 正 草 案 』 に つ い て 」『 名 古 屋 学 院 大 学

論集 社会科学篇第 49巻  第 4号 』 (2013年 )

0「 日米ガイ ドライ ン再改定 と日本 国憲法」『 名古屋学院大学論

集  社会科学篇 第 51巻  第 4号 』 (2015年 )

0「 緊急事態条項の是非について」『名古屋学院大学研究年報 第

28号 赳 (2015年 )

【経 歴等】

02003年 12月 ～ 2006年 11月  川 崎 市 市 民 オ ンブ ズ

マ ン専 門調査員

02023年 9月 ～現在 まで 、沖縄 大学 にて 「平和 主義 」 と「地

方 自治 」 につ いて の内地研 修 中

以上
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